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よくあるお問い合わせ                       

１ 対象要件について 

〇 給付金はどのような対象者が受けられますか。 

基本的には、国の「家賃支援給付金」を受けた事業者等が対象と

なります。 

  ただし、会社の規模や店舗のある場所によっては対象外となる

場合があります。 

 

〇 給付金の対象外となる会社の規模とはどのようなものですか。 

国の法律（中小企業基本法）で定める中小企業者の定義（注１)にあ

てはまらない規模の会社は対象外となります。国では資本金が１

０億円未満の会社（中堅企業）が家賃支援給付金の対象になります

が、都は資本金３億円以下の中小企業が、給付の対象となります。 

 （注１） 

業種分類 
①資本金の額 
又は出資の総額 

②常時使用する 
従業員の数 

製造業、建設業、運
輸業、その他の業種 

３億円以下 ３００人以下 

卸売業 １億円以下 １００人以下 
小売業 ５千万円以下 ５０人以下 
サービス業 ５千万円以下 １００人以下 
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〇 店舗のある場所によって対象外となるのは具体的にどのよう

な場合ですか。 

今回の都の制度では、東京都内に本店や支店等を持つ事業者の

土地や建物の家賃等の支払いに対して給付を行うことにしていま

す。このため、都内に本店や支店がなく、土地のみがある場合、そ

の地代等に関しては給付の対象外となる場合があります。 

 

〇 会社の規模のほか、給付の対象とならない場合はありますか。 

国の「家賃支援給付金」が対象外となっている場合は、都の給付

金は受けられません。具体的には、国は公共法人や風俗営業の規制

のある事業者などを対象外としており、都の給付金でも対象外と

なります。 

 

国の「家賃支援給付金」で対象外の法人・団体 

（１）国、法人税法別表第１に規定する公共法人 

（２）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定

する「性風俗関連特殊営業」又は当該営業にかかる「接客業
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務受託営業」を行う事業者 

（３）政治団体 

（４）宗教上の組織若しくは団体 

（５）その他、給付金の趣旨・目的に照らして適当でないと判断 

される者 

 

〇 地方独立行政法人は対象となるのか 

給付の対象となりません。地方独立行政法人以外にも、「法人税

法別表第 1に規定する公共法人」が対象外となります。 

 

〇 給付の対象外となる風俗営業の規制などのある事業者とは具

体的にどのようなものですか。  

国では、給付対象外となる事業者について、法律（風営適正化法）

に定める区分により取り決めており、都も同様の対応としています。 

具体的な内容については、国の給付金の申請に当たって十分に確

認をしていただくようお願いいたします。 
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〇 給付金の対象となる家賃等の範囲を教えてください。  

都内に所在する土地の地代や建物の家賃等が対象です。また、こ

れらに付随する管理費、共益費及び消費税も含みます。 

なお、都外の土地又は建物の家賃等は、都の給付対象には含まれ

ません。 

 

２ 給付額について 

〇 給付額はいくらですか。 

都の給付額＝家賃等の総額（月額）×給付率×３により算出しま

す。ただし、給付額には上限があります。給付額の目安は、給付額

早見表を参考にしてください。 

 

〇 給付金は課税対象となりますか。 

国の「家賃支援給付金」と同様に、都の家賃等支援給付金も課税

対象となります。ただし、収入の減少や各種経費の支払などによっ

て、家賃等支援給付金の給付額を含めてもなお赤字となる事業者

については、課税所得は生じないこととなります。 
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〇 複数の物件をまとめて申請することはできますか。 

国の「家賃支援給付金」と同様に、対象となる物件が複数ある場

合は、まとめての申請となります。申請回数は１事業者当たり１回

限りですのでご注意ください。 

 

３ 申請について 

〇 申請の受付期間を教えてください。 

   ８月中旬から申請の受付を開始する予定です。詳細については、

今後、都のホームページ又はポータルサイト（今後開設予定）でお

知らせいたします。 

 

〇 申請してから給付まで、どのくらいかかりますか。 

審査にかかる日数は案件ごとに異なりますが、できるだけ早く給

付ができるように取り組んでいきます。 

 

〇 申請に必要な書類を教えてください。  

国の「家賃支援給付金」の給付通知書が必要です。その他は現在

検討中ですが、国へ提出した書類のコピーやデータを保存してお

くことをおすすめします。 



（参考）給付額早見表

給付額の目安としてご活用ください。

＜中小企業等＞ 単位：円 ＜個人事業主＞ 単位：円

50,000 12,500 25,000 6,250

100,000 25,000 50,000 12,500

150,000 37,500 75,000 18,750

200,000 50,000 100,000 25,000

250,000 62,500 125,000 31,250

300,000 75,000 150,000 37,500

350,000 87,500 175,000 43,750

400,000 100,000 200,000 50,000

450,000 112,500 225,000 56,250

500,000 125,000 250,000 62,500

550,000 137,500 275,000 68,750

600,000 150,000 300,000 75,000

650,000 162,500 325,000 81,250

700,000 175,000 350,000 87,500

750,000 187,500 375,000 93,750

800,000 193,750 400,000 96,875

850,000 200,000 425,000 100,000

900,000 206,250 450,000 103,125

950,000 212,500 475,000 106,250

1,000,000 218,750 500,000 109,375

1,050,000 225,000 525,000 112,500

1,100,000 231,250 550,000 115,625

1,150,000 237,500 575,000 118,750

1,200,000 243,750 600,000 121,875

1,250,000 250,000 625,000 125,000

1,300,000 256,250 650,000 128,125

1,350,000 262,500 675,000 131,250

1,400,000 268,750 700,000 134,375

1,450,000 275,000 725,000 137,500

1,500,000 281,250 750,000 140,625

1,550,000 287,500 775,000 143,750

1,600,000 293,750 800,000 146,875

1,650,000 300,000 825,000 150,000

1,700,000 306,250 850,000 153,125

1,750,000 312,500 875,000 156,250

1,800,000 318,750 900,000 159,375

1,850,000 325,000 925,000 162,500

1,900,000 331,250 950,000 165,625

1,950,000 337,500 975,000 168,750

2,000,000 343,750 1,000,000 171,875

2,050,000 350,000 1,025,000 175,000

2,100,000 356,250 1,050,000 178,125

2,150,000 362,500 1,075,000 181,250

2,200,000 368,750 1,100,000 184,375

2,250,000 375,000 1,125,000 187,500

給付額は37.5万円です。 給付額は18.75万円です。

家賃等の総額（月額）が225万円以上の場合、 家賃等の総額（月額）が112.5万円以上の場合、

家賃等の総額

（月額）

東京都の給付額

（３か月分）

家賃等の総額

（月額）

東京都の給付額

（３か月分）


